
平成３１年第３回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３１年３月２９日（金） 午後４時００分～ 

              

２．開催場所 宇土市役所 防災棟会議室 

 

３．出席委員（１０人） 

   農業委員 金田 起代子  中山 一一  谷山 次則 田代 洋一 

  齊藤 英次  境  良一  本田 孝徳 

山本 賢一  太田 桂子  堀  城 

   

４．欠席委員 佐美三 守   佃 正人 

 

５．議事録署名者指名  田代 洋一議長 

  議事録署名委員   齊藤 英次  山本 賢一 

 

６．議 事 

 （１）議案 第 ８号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

 （２）議案 第 ９号 農地法第４条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第１０号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 （３）議案 第１１号 農用地利用集積計画の同意について 

 （４）報告 第 ３号 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等の

合意解約について 

 

伊藤局長  平成３１年第３回の農業委員会の通常総会を開催いたしたいと思い

ます。 

      本日は，農業委員さんの出席者数は１２名中１０名ということで，過

半数の出席に達しておりますので，本日の総会が成立したことをご報

告いたします。 

      それでは，次第に沿って進めさせていただきます。開会にあたりまし

て，田代会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

田代会長  こんにちは，総会に出席いただきましてありがとうございます。今日

の総会がスムースな審議をお願いしまして，私のあいさつに代えさせ

ていただきます。 



 

伊藤局長  ありがとうございました。 

      次に議長選出になっておりますが，宇土市農業委員会会議規則第５条

により，田代会長に議長をお願いいたします。 

 

田代議長  それでは，平成３１年第３回農業委員会総会を開会します。本日の議

長を務めさせていただきます。まず，議事録署名委員の指名ですが，

議長において指名するということでよろしいでしょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  それでは，齊藤委員さんと山本委員さんにお願いします。 

      それでは，ただいまより議案審議を行います。 

      まず，申請書の確認委員より申請内容について説明をお願いして，後

から事務局の補足説明の上，可否の判断をしていただくということに

なっています。確認委員さんには説明をお願いいたします。 

      それでは，今月の議案審議をお願いします。 

      議案第８号，「農地法第３条の規定による農地所有権移転等の許可申

請に対する審議について」を議題といたします。 

       

田代議長  それでは，申請番号１番について確認委員は堀委員さんですので説明

をお願いします。 

 

堀委 員  申請番号１番につきまして説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の

所在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積は１，

３３９㎡，耕作面積は１９，７５１㎡，申請面積は１，３３９㎡です。

貸借形態は所有権（有償）です。譲受理由は規模拡大，譲渡理由は経

営縮小，家族は４人，権利の種類は売買です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，委員さんの説明は終わりました。事務局から補足説明がありま

したらお願いします。 

 

事務局   はい，１番について補足説明をさせていただきます。申請地までの通

作距離は約１。５ｋｍであり，農業年数５３年，農機具も所有し，主

たる作物は米，野菜になります。以上です。 

 



田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありますか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。申

請番号２番について，確認委員は本田委員さんですので説明をお願い

します。 

 

本田委員  申請番号２番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。２筆とも登記田，現況田，登記面積合

計１，２６３㎡，耕作面積２１，６１０㎡，申請面積１，２６３㎡，

所有権（無償）です。譲受理由規模拡大，譲渡理由経営縮小，家族２

名，権利の種類贈与です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありま

したらお願いします。 

 

事務局   はい，２番について補足説明します。申請地までの通作距離は約３㎞

であり，農業年数５０年，農機具も所有し，主たる作物は，米になり

ます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。申

請番号３番について，確認委員は佐美三委員さんですが欠席ですので

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   申請番号３番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。登記畑，現況畑，登記面積５８８㎡，

耕作面積６，１６８㎡，申請面積５８８㎡，貸借形態は所有権（有償）

です。譲受理由規模拡大，譲渡理由経営縮小，家族２名，権利の種類

売買です。以上です。よろしくお願いします。 



 

田代議長  はい，事務局からの説明は終わりました。続けて事務局より補足説明

をお願いします。 

 

事務局   はい，３番について補足説明いたします。申請地までの通作距離は約

６００ｍであり，農業年数１７年，農機具も所有し，主たる作物は，

みかんになります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。申

請番号４番について，確認委員は谷山委員さんですので説明をお願い

します。 

 

谷山委員  申請番号４番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の所在

地は議案書記載のとおりです。３筆とも登記田，現況田，登記面積合

計９４５．２４㎡，耕作面積１４，４３２０．５５㎡，申請面積９４

５．２４㎡，使用貸借権です。譲受理由はその他，譲渡理由は移譲年

金，家族３名，権利の種類は設定です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  はい，委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありま

したらお願いします。 

 

事務局   はい，４番について補足説明します。申請地までの通作距離は約３０

０ｍであり，農業年数３０年，農機具も所有し，主たる作物は，米，

さといも，かぼちゃになります。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので４番については承認いたします。以上で



議案第４号については４件承認を得ましたので，許可書の交付を行い

ます。次に議案第９号，「農地法第４条の規定による農地転用の許可

申請に対する審議について」を議題といたします。 

      申請番号１番について，確認委員は谷山委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

谷山委員  申請人，土地の所在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，

登記面積２３５㎡，転用面積２３５㎡。転用目的個人住宅１棟５７．

１３㎡です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，１番について補足説明します。地図は５ページです。申請人は，

神合町に居住する個人であり，現在住んでいる場所が過疎化が進み，

将来的にも日常生活に不安があるため家を建てる場所を探していた

ところ，申請地が住宅地も多く生活環境も整っており生活しやすいと

考え，今回の転用申請となりました。申請地は，第１種農地，第２種

農地及び第３種農地の基本的な区分のいずれの要件にも該当しない

農地であり，その他の農地として第２種農地に位置付けられると思わ

れます。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。申

請番号２番について，確認委員は佃委員さんですので説明をお願いし

ます。 

 

佃委員   申請人，土地の所在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況水路，

登記面積６．３５㎡，転用面積６．３５㎡。転用目的は排水側溝です。

よろしくお願いします。 

 

田代議長  委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら



お願いします。 

 

事務局   はい，２番について補足説明します。地図は６ページです。申請人は，

熊本市に居住する個人であり，申請地の隣接地が水路に面しておらず，

側溝が必要なため今回の転用申請となりました。なお，申請地は平成

８年頃からすでに側溝として利用しており，始末書添付の案件となり

ます。申請地は，第１種農地，第２種農地及び第３種農地の基本的な

区分のいずれの要件にも該当しない農地であり，その他の農地として

第２種農地に位置付けられると思われます。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      以上で議案第９号について２件承認を得ましたので許可書の交付を

行います。次に議案第１０号，「農地法第５条の規定による農地転用

の権利移転を伴う許可申請に対する審議について」を議題といたしま

す。 

      申請番号１番について，確認委員は金田委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

金田委員  申請番号１番につきまして説明いたします。譲受人，譲渡人，土地の

所在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況田，登記面積は３０

５㎡，うち転用面積３０５㎡。権利の種類は所有権（有償）売買。転

用目的は駐車場です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，１番について補足説明します。地図は１０ページです。申請人

は宇土市で電気工事業等を営む法人であり，現在の車両置き場が狭い

ため探していたところ，申請地が会社が所有する資材置き場と隣接し

ており，また，会社にも近く適していると考え，今回の転用申請とな

りました。申請地は，都市計画の用途地域であり，第３種農地となり



ます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号１番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，１番については承認をいたします。 

      申請番号２番について，確認委員は金田委員さんですので説明をお願

いします。 

 

金田委員  はい。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案書記載のとおりです。登

記田，現況田です。登記面積６２４㎡，転用面積６２４㎡です。権利

の種類は使用貸借権設定。転用目的は個人住宅です。よろしくお願い

します。 

 

田代議長  確認委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありまし

たらお願いします。 

 

事務局   はい，２番について補足説明します。地図は１１ページです。申請人

は宇城市に居住する個人であり，現在アパートに住んでいますが平成

２８年の熊本地震により実家が半壊となり，これを機に実家の家族と

一緒に住む家を新築する土地を探していたところ，申請地が住み慣れ

た集落に近く適していると考え今回の転用申請となりました。申請地

は，おおむね５００ｍ以内に宇土駅があり第２種農地と思われます。 

 

田代議長  はい，事務局の補足説明は終わりました。申請番号２番について，委

員さん方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，２番については承認をいたします。 

      申請番号３番について，確認委員は中山委員さんですので，説明をお

願いします。 

 

中山委員  はい，申請番号３番について説明いたします。譲受人，譲渡人，土地



の所在地は議案書記載のとおりです。登記田，現況雑地，登記面積２，

２２８㎡，うち転用面積も２，２２８㎡です。権利の種類，所有権（有

償）売買です。転用目的は建売分譲住宅７棟４６５．２５㎡です。よ

ろしくお願いします。 

 

田代議長  委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号３番について補足説明いたします。地図は１２ページ

です。申請人は栗崎町で不動産業等を営む法人であり，集合店舗のク

ロス２１や駅にも近く住宅地として適していると考え今回の転用申

請となりました。なお申請地は，以前転用許可を受けており資材置き

場として使用していましたが，転用目的が異なるため今回の申請とな

りました。申請地は，おおむね５００ｍ以内に宇土駅があり，第２種

農地と思われます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号３番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，３番については承認をいたします。 

      申請番号４番について，確認委員は中山委員さんですので説明をお願

いします。 

 

中山委員  はい。譲受人，譲渡人，土地の所在地は議案書記載のとおりです。登

記５筆が田，現況田，２筆が登記畑，現況畑で７筆合計の登記面積４，

８３３㎡，権利の種類は所有権（有償）売買。転用目的は宅地分譲２

１区画です。よろしくお願いします。 

 

田代議長  委員さんの説明は終わりました。事務局より補足説明がありましたら

お願いします。 

 

事務局   はい，申請番号４番について補足説明いたします。地図は１３ページ

です。申請人は，福岡県北九州市で不動産業を営む法人であり，宅地

分譲する土地を探していたところ申請地が近隣にスーパーマーケッ



トなどが建ち並び適していると考え，今回の転用申請となりました。

申請地は，土地計画の用途地域であり，第３種農地となります。また，

転用面積が３，０００㎡以上ですので県の審議委員会諮問案件になり

ます。以上です。 

 

田代議長  事務局の補足説明は終わりました。申請番号４番について，委員さん

方のご意見はありませんか。 

 

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしということですので，４番については承認をいたします。 

      以上で，議案第１０号については４件承認を得ましたので，３，００

０㎡未満の案件については，許可書の交付を行い，３，０００㎡以上

の案件４番ですけども，熊本県農業会議に諮問します。 

      次に議案第１１号，「農用地利用集積計画の同意について」を議題と

いたします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   はい，説明いたします。１６ページをお開きください。番号８番，借

り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目が田で，

面積が６，２９９㎡，平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日

までの５年間の賃借権の設定となっており，借賃は１０ａ当たり３０，

０００円となっております。番号９番，借り手，貸し手，物件の所在

は議案書記載のとおりです。地目が３筆とも田で，面積は合計の６，

０４０㎡，平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日までの１０

年間の賃借権の設定となっており，借賃は１０ａ当り２０，０００円

となっております。番号１０番，借り手，貸し手，物件の所在は議案

書記載のとおりです。地目田，面積２，０９８㎡で平成３１年４月１

日から平成３６年３月３１日までの５年間の使用貸借権の設定とな

っております。番号１１番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記

載のとおりです。地目２筆とも田，面積合計３，７１２㎡で平成３１

年４月１日から平成３４年３月３１日までの３年間の使用賃借権の

設定となっております。番号１２番，借り手，貸し手，物件の所在は

議案書記載のとおりです。地目田，面積２，１０２㎡で平成３１年４

月１日から平成３６年３月３１日までの５年間の貸借権の設定とな

っており借賃は１０ａ当たり米６０キロとなっております。番号１３

番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目が



３筆とも田で，面積は合計の６，７５４㎡，平成３１年３月２９日か

ら平成３６年３月２８日までの５年間の賃借権の設定となっており，

借賃は１０ａ当り４０，０００円となっております。番号１４番，借

り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地目田，面積

２，８５９㎡で平成３１年３月２９日から平成３６年３月２８日まで

の５年間の貸借権の設定となっており借賃は１０ａ当たり３０，００

０円となっております。番号１５番，借り手，貸し手，物件の所在は

議案書記載のとおりです。地目田，面積１，５３３㎡で平成３１年３

月２９日から平成３６年３月２８日までの５年間の貸借権の設定と

なっており借賃は１０ａ当たり３０，０００円となっております。番

号１６番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。

地目が４筆とも田で，面積は合計の５，５９１㎡，平成３１年３月２

９日から平成４１年３月２８日までの１０年間の賃借権の設定とな

っており，借賃は１０ａ当り１５，０００円となっております。番号

１７番，借り手，貸し手，物件の所在は議案書記載のとおりです。地

目畑，面積１８４㎡で平成３１年５月１日から平成４１年４月３０日

までの１０年間の貸借権の設定となっており借賃は１０ａ当たり５，

０００円となっております。番号１８番，借り手，貸し手，物件の所

在は議案書記載のとおりです。地目畑，面積６７㎡で平成３１年５月

１日から平成４１年４月３０日までの１０年間の貸借権の設定とな

っており借賃は１０ａ当たり５，０００円となっております。続きま

して１７ページをお開きください。こちらが利用権設定等の状況一覧

表となっております。続きまして１８ページをお開き下さい。こちら

のページ左側が今月の農用地利用権設定となっております。合計だけ

を読み上げますと，利用権の設定が３７，２３９㎡行われています。

そして右側が１月からの累計となります。合計だけ読み上げますと利

用権設定が６４，６０５㎡，所有権の移転が４，０６６㎡となってお

ります。以上です。 

 

田代議長  事務局の説明は終わりました。委員さん方のご意見はありませんか。 

       

全委員   異議なし。 

 

田代議長  異議なしとのことで議案第１１号については同意をいたします。以上

で議案第１１号について同意したことを市へ通知いたします。次に報

告第３号「農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借等の合意



解約について」を議題とします。事務局より報告をお願いします。 

 

事務局   報告いたします。番号１番，解約農地は議案書記載の通りです。地目

２筆とも田で，面積が２筆合計３，０００㎡となっています。賃貸人，

賃借人は議案書記載の通りです。平成３１年２月２２日付け，自作の

ための解約となっております。番号２番，解約農地は議案書記載の通

りです。地目田，面積６１４㎡となっています。賃貸人，賃借人は議

案書記載の通りです。平成３１年３月１１日付け，双方の合意による

解約となっております。番号３番，解約農地は議案書記載の通りです。

地目田，面積１，０５４㎡となっています。賃貸人，賃借人は議案書

記載の通りです。平成３１年３月１１日付け，双方の合意による解約

となっております。番号４番，解約農地は議案書記載の通りです。地

目田，面積５２５㎡となっています。賃貸人，賃借人は議案書記載の

通りです。平成３１年３月１１日付け，双方の合意による解約となっ

ております。番号５番，解約農地は議案書記載の通りです。地目２筆

とも田で，面積が２筆合計２，８２３㎡となっています。賃貸人，賃

借人は議案書記載の通りです。平成３１年３月１１日付け，双方の合

意による解約となっております。番号６番，解約農地は議案書記載の

通りです。地目２筆とも田で，面積が２筆合計３，８３８㎡となって

います。賃貸人，賃借人は議案書記載の通りです。平成３１年３月１

２日付け，双方の合意による解約となっております。番号７番，解約

農地は議案書記載の通りです。地目３筆とも田で，面積が３筆合計４，

５２５㎡となっています。賃貸人，賃借人は議案書記載の通りです。

平成３１年３月１２日付け，双方の合意による解約となっております。

以上です。 

 

田代議長  以上で，報告第３号につきましては事務局の報告を終わります。以上

で予定しておりました案件はすべて承認いたしました。その他，事務

局から連絡事項などありましたらお願いします。 

 

事務局   事務局から３点あります。まず農地法第３条の別段面積の設定につい

て。宇土市では宇城市・美里町と同様に３反に設定していますが，平

成３１年度も同様でよろしいでしょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 



事務局   ありがとうございます。次に平成３１年度の主な活動内容につきまし

てお手元に配布しておりますのご確認をお願いします。また，皆さん

から再開のご要望がありました耕作放棄地解消事業，」ジャガイモに

つきましても，来年度は予算が確保できましたので担当は緑川地区に

なりますので，地元の皆さんにはお手数ですが圃場の確保をお願いし

ます。作物はジャガイモでよろしいでしょうか。 

 

全委員   異議なし。 

 

事務局   それでは事務局からは以上です。 

 

田代会長  今日は佐美三副会長が欠席ですので，以上で平成３１年第３回農業委

員会総会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

 

            議    長   田代 洋一    印 

 

議事録署名人   齊藤 英次    印 

 

議事録署名人   山本 賢一    印 


